
令和５年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

報告第５号

秋田県教育委員会



報告第５号

議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決処分報告

議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見について、秋田県教育委員会の事

務委任及び臨時代理等に関する規則（昭和３１年秋田県教育委員会規則第１０号）第

４条第１項の規定により専決処分を行ったので、同条第２項の規定に基づき教育委員

会に報告し、その承認を求めるものとする。

令和５年９月７日

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

理 由

議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見について、教育委員会を開くいと

まがなく専決処分を行ったので、これについて教育委員会に報告し、その承認を求め

るものである。



報告第５号参考資料



専 決 処 分 書

秋田県教育委員会の事務委任及び臨時代理等に関する規則（昭和３１年秋田県教育

委員会規則第１０号）第４条第１項の規定に基づき、議会の議決を経るべき教育関係

議案に対する意見について専決処分する。

令和５年８月３０日

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見について

令和５年８月２５日付け財－１８３により、次の議案について意見を求められた

が、原案のとおり同意する。

１ 令和５年度秋田県一般会計補正予算（第５号）（教育委員会に関する事項）
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教総 ９６０

令和５年８月３０日

秋田県知事 佐 竹 敬 久 様

秋田県教育委員会

教育長 安 田 浩 幸

（公印省略）

意見の聴取について（回答）

令和５年８月２５日付け財－１８３で照会のあったことについては、原案

のとおり同意します。

担 当

教育庁総務課

企画班 石塚

内線 ５１１２
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１　教育委員会関係補正予算の規模

１，０４５億　７，３０４万　５千円

４８４万　８千円

１，０４５億　７，７８９万　３千円

２　補正予算の主な内容 （単位:千円）

（１）生涯学習課

 （新）青少年交流センター施設設備更新事業

　　青少年交流センター施設の冷暖房設備を更新するため、基本設計及び (㊀4,848)

　実施設計を実施する。

※補足説明：財源について
㊀

令和５年度９月補正予算の概要

現 計 予 算 額

今 回 補 正 額

補 正 後 の 予 算 額

4,848

一 般 財 源
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（単位：千円）

【歳出・主管課別】 ※補正予算内容説明書に記載の各課室所管全事業費合計

補正前予算額 (A) 今回補正額 (B) 補正後予算額　(A+B)

　　総務課 1,778,706 1,778,706 

　　総務課施設整備室 7,591,852 7,591,852 

　　教職員給与課 78,149,429 78,149,429 

　　幼保推進課 6,770,810 6,770,810 

　　義務教育課 1,057,503 1,057,503 

　　高校教育課 5,808,373 5,808,373 

　　特別支援教育課 1,074,246 1,074,246 

　　生涯学習課 987,143 4,848 991,991 

　　生涯学習課文化財保護室 712,745 712,745 

　　保健体育課 275,289 275,289 

　　福利課 366,949 366,949 

104,573,045 4,848 104,577,893 

【歳出・目的別】 ※教育委員会所管全事業費を行政目的別に分類

款 項 補正前予算額 (A) 今回補正額 (B) 補正後予算額　(A+B)

３ 民生費 6,456,785 0 6,456,785 

２ 児童福祉費 6,456,785 6,456,785 

10 教育費 98,106,260 4,848 98,111,108 

１ 教育総務費 11,961,976 11,961,976 

２ 小学校費 25,913,970 25,913,970 

３ 中学校費 18,460,564 18,460,564 

４ 高等学校費 28,228,562 28,228,562 

５ 特別支援学校費 10,151,868 10,151,868 

６ 社会教育費 3,035,883 4,848 3,040,731 

７ 保健体育費 353,437 353,437 

11 災害復旧費 10,000 0 10,000 

４ 文教施設災害復旧費 10,000 10,000 

104,573,045 4,848 104,577,893 

【歳出・性質別】 ※教育委員会所管全事業費を国が定める支出の性質別に分類

説明 補正前予算額 (A) 今回補正額 (B) 補正後予算額　(A+B)

職員給与費、委員、非常勤
職員報酬 等

80,414,272 18 80,414,290 

旅費、物品購入費、通信連
絡費、委託費、使用料　等

4,758,162 △18 4,758,144 

扶 助 費
就学奨励費、奨学のための
給付金　等

2,391,031 2,391,031 

補 助 費 等
市町村・民間団体等への補
助金、謝礼金　等

8,559,662 8,559,662 

積 立 金 基金会計への積立金 113 113 

貸 付 金 貸付金 504 504 

10,951,310 0 10,951,310 

県有施設（教育機関、県立
学校等）の維持補修費

132,065 4,848 136,913 

国庫補助を伴う施設整備費
又は施設整備費補助金等

1,217,949 1,217,949 

県単独の施設整備費又は施
設整備費補助金等

7,089,287 7,089,287 

施設設備の災害復旧費 10,000 10,000 

104,573,045 4,848 104,577,893 

令和５年度教育委員会関係補正予算　現計予算との比較

区分

歳　出　合　計

歳　　出　　合　　計

区分

人件費

物件費

小計

維持補修費

補助投資事業費

単独投資事業

災害復旧事業費

歳　出　合　計

そ
の
他
行
政
経
費
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令和５年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

議案第３９号

秋田県教育委員会
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秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案要綱

１ 改正理由

秋田県立特別支援学校高等部への入学希望者の増減に伴い、生徒の定員を改め

る必要がある。

２ 改正内容

秋田県立特別支援学校高等部の生徒の定員を次のように改めることとする。

（別表関係）

名称 部・科 学科 改正前 改正後

秋田県立比内支援学校 高等部 普通科 ４８ ５６

秋田県立能代支援学校 高等部 普通科 ４８ ４０

秋田県立支援学校天王みどり学園 高等部 普通科 ５６ ４８

秋田県立栗田支援学校 高等部 普通科 ７２ ８０

秋田県立横手支援学校 高等部 普通科 ４８ ４０

３ 施行期日

この規則は、令和６年４月１日から施行することとする。
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令和５年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（１）

鹿角高等学校の校歌歌詞及び校章デザインの公募における応募件数等について

秋田県教育委員会



鹿角高等学校の校歌歌詞及び校章デザインの公募における応募件数等について

令和５年９月７日

高 校 教 育 課

１ 応募状況等

・公 募 期 間 令和５年７月１８日（火）～８月３１日（木）

・校 歌 歌 詞 応募者数 ８６人

応募件数 １０４件

・校章デザイン 応募者数 ４０５人

応募件数 ４３３件

２ 校歌・校章の決定までのスケジュール

年 月 実 施 等 内 容

○生徒代表による意見交換会（第１回）

令和５年９月上旬 ○関係団体の代表者による意見交換会（第１回）

公募の概要等の説明、意見交換及びアンケート等

○生徒代表による意見交換会（第２回）

９月中旬
○関係団体の代表者による意見交換会（第２回）

統合校開設準備室が絞り込んだ２０候補についての意見

交換及びアンケート等

９月下旬
○教育庁内における選考会議

意見交換会の意見を踏まえて、５候補を決定

○生徒代表による意見交換会（第３回）

９月下旬 ○関係団体の代表者による意見交換会（第３回）

５候補についての意見交換会及びアンケート等

10月
○教育庁内における選考会議

校歌歌詞・校章デザインの決定、補作及び作曲の依頼

12月 ○教育委員会会議で校章を報告

令和６年２月 ○教育委員会会議で校歌を報告



令和５年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（２）

令和６年度秋田県立特別支援学校入学者募集公告について

秋田県教育委員会



令和６年度秋田県立特別支援学校入学者募集公告について

○秋田県立特別支援学校の生徒並びに幼児の募集

令和６年度に秋田県立特別支援学校高等部及び高等部専攻科に入学する生徒並びに幼稚部に入学する幼児を次のとお

り募集するので、秋田県立特別支援学校学則（昭和60年秋田県教育委員会規則第８号）第９条の規定に基づき、公告す

る。

令和５年９月15日

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

第１ 高等部及び高等部専攻科の課程

１ 入学願書の提出期日及び提出先

(１) 提出期日 令和６年１月12日（金）から同月22日（月）正午まで

(２) 提出先 各志願先特別支援学校の校長

２ 入学選考期日及び選考内容

(１) 期日 令和６年３月１日（金）

(２) 内容 志願者の実態に応じて面接等を行う。

３ 募集する学校名、部・科名、学科名及び人員

学 校 名 部・科 名 学 科 名 募集人員

秋田県立視覚支援学校 高 等 部 普 通 科 ８名

保 健 理 療 科 ８名

生 活 情 報 科 ５名

高等部専攻科 保 健 理 療 科 ９名

理 療 科 ９名

秋田県立聴覚支援学校 普 通 科 ８名

高 等 部 産 業 技 術 科 ８名

情報デザイン科 ８名

高等部専攻科 産 業 技 術 科 ９名

情報デザイン科 ９名

秋田県立秋田きらり支援学校 高 等 部 普 通 科 ８名

秋田県立比内支援学校 本校 高 等 部 普 通 科 24名

かづの校 高 等 部 普 通 科 ８名

たかのす校 高 等 部 普 通 科 ８名

秋田県立能代支援学校 高 等 部 普 通 科 ８名

秋田県立支援学校天王みどり学園 高 等 部 普 通 科 16名

秋田県立栗田支援学校 高 等 部 普 通 科 32名

秋田県立ゆり支援学校 高 等 部 普 通 科 16名

秋田県立大曲支援学校 本校 高 等 部 普 通 科 16名

せんぼく校 高 等 部 普 通 科 ８名

秋田県立横手支援学校 高 等 部 普 通 科 ８名

秋田県立稲川支援学校 高 等 部 普 通 科 ８名

４ 合格者の発表 令和６年３月12日（火）

第２ 栗田支援学校高等部総合サービス科の課程

１ 募集人員 ８名

２ 入学願書の提出期日及び提出先

(１) 提出期日 令和５年12月８日（金）から同月18日（月）正午まで

(２) 提出先 秋田県立栗田支援学校長

３ 入学選考期日及び選考内容

(１) 期日 令和６年２月１日（木）

(２) 内容 志願者の実態に応じて面接等を行う。

４ 合格者の発表 令和６年２月13日（火）

第３ 幼稚部の課程

１ 募集学校 秋田県立視覚支援学校、秋田県立聴覚支援学校

２ 募集人員 各校５名
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３ 入学願書の提出期日及び提出先

(１) 提出期日 令和６年１月12日（金）から同月22日（月）正午まで

(２) 提出先 各志願先特別支援学校の校長

４ 就学相談・選考期日 令和６年３月１日（金）

５ 合格者の発表 令和６年３月12日（火）
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令和５年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（３）

第２２回秋田県特別支援学校総合体育大会について

秋田県教育委員会



第２２回秋田県特別支援学校総合体育大会
－ キャッチフレーズ『熱い戦い！この瞬間（とき）を楽しめ！』－

１ 期 日 令和５年９月１５日（金）

２ 会 場 秋田県立中央公園スポーツゾーン 他

３ 参加児童生徒 特別支援学校 ９８７名、中学校特別支援学級 ３１名

計 １０１８名（８月２８日現在）

４ 内容と時間・場所

（１）開始式 各競技会場にて実施

（２）各競技（７種目）

○バスケットボール【男子、女子】

１０：３０～１５：００ 県立中央公園「アリーナ」

○フライングディスク【小の部、中の部、高の部】

１０：３０～１５：００ 県立中央公園「陸上競技場」

○グラウンド・ゴルフ【小・中の部、高の部】

１０：３０～１４：３０ 県立中央公園「スカイドーム」

○サッカー

１０：３０～１４：３０
県立中央公園「球技場」

○ピン倒しボール【小の部、中の部、高の部】

１０：３０～１４：３０

県立体育館

あきた総合支援エリア「大体育」

○ネオホッケー「中・高等部」

１０：３０～１４：３０
秋田市立雄和体育館

○ボッチャ（車いす）【小中高】１区分

（ＯＰ） 【小中の部、高の部】

１０：３０～１４：３０

秋田テルサ「体育館」
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５ ボランティア

○予定人数 １３７名

○内 訳

団体名 人数

秋田市立秋田商業高等学校

※前日１４日（木）の準備も行う。

７８名

秋田県立秋田西高等学校 １８名

motto わか杉 １２名

秋田市女性のスポーツ愛好者連絡協議会 １２名

秋田市スポーツ推進委員協議会 ９名

秋田県障がい者スポーツ指導者協議会 ８名
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令和５年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（４）

令和５年度秋田県特別支援学校就労促進フェアについて

秋田県教育委員会



特別支援学校生の職域拡大・職場定着促進事業

令和５年度秋田県特別支援学校就労促進フェア実施要項

秋田県教育庁特別支援教育課

１ 趣 旨

特別支援学校生の就労促進に向けて、各地区（県北地区、県央地区、県南地区）の関係機関及び事

業所団体との連携により、特別支援学校生の就労促進に係る発表や技能競技会等を実施し、事業所等

の理解促進を図る。

２ 主 催 秋田県教育委員会

３ 後 援 秋田労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部（予定）

４ 開催日・会場・内容等

県 北 県 央 県 南

開 催 日 令和５年１１月２８日（火） 令和５年１２月６日（水） 令和５年１０月２７日（金）

会 場 比内公民館 由利本荘市文化交流館カダ

－レ

湯沢市役所

内 容 ž第１２回秋田県特別支援学

校技能競技会「錬成会」

［種目］

ビルクリーニング

喫茶サービス

縫製

ワード・プロセッサ

ž特別支援学校作業学習製品

等の販売会・展示

ž就労促進に係る生徒の発表

・障がい者雇用促進セミナー

（大館市障害者自立・差別解

消支援協議会主催）

ž第１２回秋田県特別支援学

校技能競技会「錬成会」

［種目］

ビルクリーニング

喫茶サービス

ワード・プロセッサ

ž特別支援学校作業学習製品

販売会、展示

ž就労促進に係る生徒の発表

ž秋田公共職業安定所と連携

し、障害者雇用に向けたセ

ミナーを検討中

ž第１２回秋田県特別支援学

校技能競技会「錬成会」

［種目］

ビルクリーニング

喫茶サービス

ワード・プロセッサ

ž特別支援学校作業学習製品

等の展示

ž就労促進に係る生徒の発表

ž障害者雇用促進セミナー

（湯沢公共職業安定所主

催）

日 程

10:00

10:00

12:00

13:10

開会式

技能競技会開始

就労促進に係る発表

技能競技会終了

昼食・休憩・採点

閉会式

10:00

10:30

12:30

13:30

（案）

開会式

技能競技会開始

就労促進に係る発表

技能競技会終了

休憩・採点

閉会式

10:00

10:15

11:30

12:00

13:30

開会式

技能競技会開始

就労促進に係る発表

技能競技会終了

昼食・休憩・採点

閉会式

主 管 比内支援学校 ゆり支援学校 稲川支援学校


